
訪問や電話相談などで

②検査を希望する場合は、かかりつけ産科医療機関から
検査日時と検査場所が伝えられます。

③検査当日、指定された医療機関にお越しください。
※検査申込書をご提出ください。

④検査結果は、原則、かかりつけ産科医療機関から連絡されます。

■対象に当てはまり、検査を希望する場合のフローチャート

検査結果が陽性となった⽅は、希望に応じて、退院後、助産師（保健師）による専門的な
ケアを受けることができます。（希望される⽅は裏⾯の案内をご覧下さい）

・検査の性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること（偽陰性）や、感染していないのに結果が陽性になること
（偽陽性) があります。

・検査の際に頂く個⼈情報や検査結果等は、本検査や裏⾯記載の陽性となった場合の退院後の⽀援において使⽤します。
＜検査結果が陽性となった場合＞
・症状の有無にかかわらず、入院が必要となります。
・症状の有無にかかわらず、入院先が必ずしも分娩予定の医療機関とならない場合があります。また、分娩⽅法等が変更され
る（帝王切開や計画分娩等）可能性があります。

・症状の有無にかかわらず、感染拡⼤防⽌の観点から入院中の⾯会および分娩時の⽴ち会いが制限される場合があります。
また、分娩後の一定期間、⺟⼦分離（お⺟さんと⾚ちゃんが別室での管理となり、⾚ちゃんに触れたり、授乳することが
できない）となる可能性があります。

検査の実施にあたっては、下記内容をご覧になり、かかりつけ産科医療機関にご相談ください。

対 象 （以下の全てにあてはまる⽅） 相談先

・強い不安を抱える⽅または基礎疾患を有する⽅
・分娩予定日が概ね２週間以内の妊婦の⽅
・発熱などの感染を疑う症状がない⽅

出産予定の
かかりつけ産科医療機関

※発熱などの症状のある⽅や無症状でも医師より検査が必要と判断された⽅は、本検査の対象ではなく、帰国者・接触者
外来などに相談のうえ、感染症法に基づく検査（⾏政検査）を受けていただくこととなります。

PCR検査を希望する妊婦の方は、出産予定のかかりつけ産科医にご相談ください。
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①出産予定のかかりつけ産科医にご相談ください。
医師から検査を受ける場合の注意点が説明されます。

【検査にあたっての留意事項】
・本事業は、妊婦１⼈につき１回のみ対象となります。
・一部、検査費⽤の自己負担が発生する場合があります。



妊産婦の⽅は、出産や育児を控え、新型コロナウイルス感染症の流⾏に不安を感じていると思います。
感染が確認された場合でも、皆さまの不安を少しでも軽減できるよう、助産師（保健師）が⽀援を⾏
います。

お問い合わせ先（お住まい（里帰り先を含む）を管轄する保健所にご連絡ください。）
甲府市役所⺟⼦保健課 ０５５−２３７−８９５０（甲府市）
中北保健所健康支援課 ０５５１−２３−３０７３（甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市）
峡東保健所健康支援課 ０５５３−２０−２７５３（山梨市、笛吹市、甲州市）
峡南保健所健康支援課 ０５５６−２２−８１５５（市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町）
富士・東部保健所健康支援課 ０５５５−２４−９０３４（富士吉⽥市、都留市、⼤⽉市、上野原市、道志村、⻄桂町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村）

※新型コロナウイルス感染の不安から分娩前に新型コロナウイルス感染症検査を希望される妊婦の⽅は、裏⾯をご覧下さい。

心配なことがあれば
気軽にご相談ください︕

・新型コロナウイルスの感染が確認された妊産婦の⽅
・健康⾯や出産後の育児などに不安を感じ⽀援を希望する⽅

・助産師（甲府市の場合は保健師）が⽀援を⾏います。
・訪問等により、妊産婦の⽅のさまざまな不安や悩みをうかがい、
専門的なケアや育児に関する助⾔や⽀援を寄り添いながら⾏います。

・費⽤は無料です。

・お住まい（⾥帰り先を含む）を管轄する保健所にお申し込みください。
・詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

退院後、助産師（保健師）が、訪問等による専門的なケアを⾏います。

対象となる⽅は… （以下の全てに当てはまる⽅）

⽀援する内容は…

お申し込み先は…

新型コロナウイルスに感染し、帝王切開で出産。
⺟⼦分離となった期間があり授乳の仕⽅が不安…

新型コロナウイルスに感染し、⺟親教室や
育児教室に参加できず、育児について不安…

新型コロナウイルスに感染し、⾥帰りができず、
⾝近に相談する⼈がいなくて不安…

新型コロナウイルス
に感染したけど、

無事に出産や育児が
できるかな･･･
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